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「中国化粧品・化粧品原料新管理制度『課題解決』セミナー」が大成功 
 

弊社が主催しました「中国化粧品・化粧品原料新管理制度『課題解決』セミナー」は、昨

日(2020 年 10 月 29 日)大成功裏に閉幕しました。 

 今年 6 月 29 日に、中国化粧品最高位の行政法律である「化粧品監督管理条例」が公布さ

れてから、弊社はその化粧品新管理制度について、日本の化粧品製造・販売企業様、及び化

粧品原料メーカー様に迅速かつ正確な情報を伝え、今までに 3 回のセミナーを開催しまし

た。 

 １回目(2020 年 8 月 4 日)の「中国化粧品・化粧品原料新管理制度セミナー」では、新「化

粧品監督管理条例」の作成メンバーであり、中国化粧品・化粧品新原料標準委員会委員、及

び専門家審議会委員として活躍中の石鉞(セキ エツ)先生を急遽招聘して、来年 1 月 1 日よ

り、実施される「新条例」の主な内容、中国化粧品/化粧品新原料の NMPA 許認可の最新事

情、及び日本化粧品/化粧品新原料製品の中国展開における主な注意点と問題点を徹底的に

解説しました。当日は、中国化粧品/化粧品新原料の動きに関する多数の問題が参加者から

寄せられる大盛況でした。参加者から寄せられた 100 を超える質問を詳細に回答するため

に、２回目のセミナーを 8 月 26 日に開催しました。その後、新「化粧品監督管理条例」の

公布に伴い、「化粧品登録管理弁法(意見募集案)」、「化粧品登録及び備案資料規範(意見募集

案)」など 11 個の意見募集案が NMPA より公布されました。これらの 11 個の運用細則に

よって、来年からの管理制度の枠組みがほぼ確定しました。それを受け、日本企業様の化粧

品/化粧品原料ビジネスの中国展開における様々な課題を、弊社の 14 年間の中国化粧品事業

サポート経験とノウハウ、及び NMPA から独自に入手した最新情報を合わせて、今回のセ

ミナーを行いました。 

 弊社が運営しております中国規制データバンク(http://www.crdb.jp)において、リアルタ

イムかつ正確に、中国化粧品に関する最新情報を提供しています。ご興味がございましたら、

ぜひ弊社の CRDB をご覧ください。 

 最後に、弊社のセミナーにご参加いただき、または、ご関心を寄せていただきました皆様

に、心より深く感謝申し上げます。 


